
構造改革特別区域計画 

 

１．構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

 

上田市 

 

２．構造改革特別区域の名称 

 

上田市の産業を支えるＩＴ人材育成特区 

 

３．構造改革特別区域の範囲 

 

上田市の区域の一部（旧上田市の全域） 

 

４．構造改革特別区域の特性 

 

 上田市は平成１８年３月６日、小県郡旧丸子町、旧真田町、旧武石村と合併し、東西約３０

km 南北約４０km、面積５５２ｋ㎡、人口１６．６万人の新生「上田市」に生まれ変わった。新生

「上田市」建設計画においては、「日本のまん中 人がまん中 生活快適都市 ～水跳ね 

緑かがやき 空 こころ 晴れわたるまち～」を新市の将来像として、①新たな自治の創造、

②少子高齢社会への環境整備、③にぎわいと交流の促進、④安心・快適な生活基盤の整

備を重点施策として取り組んでいくこととしている。 

 上田市は、長野県の東部に位置し、東京からは１９０km（新幹線で最短 72 分）、県庁所在

地の長野市からは約４０km の距離にあり、市の中央を千曲川（新潟県から信濃川）が流れ込

み、地域を東西に流れている。上田市の北側に位置する菅平高原一帯は上信越高原国立

公園に指定され、四阿（あずまや）山や烏帽子（えぼし）岳がそびえている。南側は八ヶ岳中

信高原国定公園に指定され、美ヶ原高原をはじめ２，０００m 級の山々に囲まれ、豊かな自

然環境を形成している。更に、新生「上田市」は、別所温泉、鹿教湯温泉など古くからの温

泉地を抱えるとともに、四季を通じて自然に触れ合うことができ、登山、スキーなど様々なス

ポーツを楽しめる環境を有している。 

近代上田市は、農閑期の収入源として始まった養蚕業が盛んになり、全国有数の蚕種の

生産地「蚕都」として栄えた。蚕と繭と生糸との関わりの強い地域であり、これらはすべて最

終商品ではなく、そのため中間に位置する物を取り扱う商業が多く、流通における中間拠点

としての機能を担っていた。中間拠点として人と物の動きが活発であったため、おのずと情

報が集積する情報都市としての機能も備えていた。 

蚕業衰退後、機械金属工業が発展し、製造品出荷額において長野県内トップクラスの工

業地帯を形成しているものの、国際化の進展による生産拠点の海外シフトや安い海外製品

との競争激化などによる空洞化が深刻な状況になっている。このような情勢の中で、「新しい



産業の創設なくしては地域の産業は生き残れない」との結論に至り、情報都市として高度情

報化社会への対応を図り、国際競争に打ち勝つことのできる企業環境と新産業創出に向け

た施策の実施が急務となった。 

当市では、従来から情報コンテンツの重要性に注目し、産業育成に取り組んできた。昭和

６１年近隣三町（坂城町、旧東部町、旧丸子町）とともに情報化による住みよい地域づくりを

目指し、旧郵政省からテレトピア計画の２次指定を受け、地域情報化に先進的に取り組んで

きた。情報の格差は即ち、企業間、地域間の競争における優勝劣敗につがる重要な課題で

あり、取り残された場合、情報化社会における「陸の孤島」となり、地域基盤の弱体化に繋が

るとの共通認識の下、第三セクターの㈱テレコム・ユー、㈱上田ケーブルビジョンを推進法人

として、「ソフトサイエンス技術情報システム」、「異業種共同ＰＯＳシステム」、「商店情報提供

システム」、「社会教育システム」及び「地域情報ネットワークシステム」の事業を行なった。現

在、㈱テレコム・ユーは地域の行政業務の運営受託を中心に業務を変革させ、㈱上田ケー

ブルビジョンは、第一種通信事業者となり、インターネットプロバイダー業務も実施している。 

平成７年には、地域のマルチメディア関連産業の育成・振興と人材育成を目的として、旧

通産省の産業再配置促進施設整備補助事業を活用し全国に先駆けて、「上田市マルチメ

ディア情報センター」を県営リサーチパーク内に整備した。学習教材や企業広告の映像ソフ

トの作成や地域文化や地場産業の映像情報を「地域映像デジタルアーカイブ事業」として、

デジタル化による保存を進め、マルチメディアの黎明期から啓発と新映像産業の振興を積

極的に推進してきた。 

また、浅間テクノポリス開発機構では、「浅間新映像産業育成プロジェクト」として、地域内

のクリエーターによる商業ベースのＣＧを作成するなど、新映像産業を構築するための基盤

技術の核づくりが進められている。更に、情報化を支える人材育成の拠点として長野県工科

短期大学校を県営リサーチパーク内に誘致し、情報技術科における高度職業訓練を通じて、

マルチメディア制作やシステム構築等の技術者の育成を推進している。 

加えて、浅間テクノポリス構想の特徴である学術研究機能の集積を活用した産学官連携

事業においては、平成１４年に市内にある信州大学繊維学部構内に地方自治体としては全

国で初めての共同研究施設である「上田市産学官連携支援施設（ASAMA Research 

Extension Center（通称：ＡＲＥＣ））」を設置し、大学等の技術シーズと地元企業のニーズを

マッチングさせ、当地域の特性を活用した事業を積極的に推進している。この連携により企

業の技術力がさらに高まると共に、新産業の創出や新規創業が図られ、製品化に至る事例

も増え、平成１５年度には日本新事業支援機関協議会から「JANBO Awards 2004」のビジネ

ス・インキュベーション部門の賞を受賞するなど、大きな成果となって地域産業界の活性化

に繋がっている。 

また、｢ＡＲＥＣ｣事業の母体となる「ＡＲＥＣプラザ」においては、創設時の会員企業３６社

から、現在は大幅に会員企業が増加し長野県内外の企業を加えた会員企業１６０社から構

成され、予想を上回る賑わいを見せている。更に平成１７年には、「ＡＲＥＣプラザ」を運営す

る（財）上田繊維科学振興会が、経済産業省の「広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強

化事業」の一般型に選出されるなど、国においてもその取り組みが評価されている。 

以上のとおり、当市がこれまで培ってきた情報都市基盤と産学官連携による新産業創出



基盤を強化し融合させ、国際競争に打ち勝つことのできる骨太の産業構造の構築、更なる

新産業創出と新規創業の促進、それに伴う雇用の拡大による地域経済活性化を図るために

も、今後ますます進展していく高度情報化社会を支えるＩＴ人材の育成が求められている。 

 

５．構造改革特別区域計画の意義 

 

上田市は、平成１１年３月に「未来にはばたく 情報先端都市」を基本理念に、１．情報利

活用のための広域的基盤整備の促進、２．安心して暮らせる人にやさしい地域情報化の推

進、３．新映像産業の育成と情報化による産業の活性化、４．高度情報化に対応した学校教

育と生涯学習の推進、５．行政の情報化推進による住民サービスの向上、６．個性ある地域

文化の振興と国内外との交流の促進を基本目標に掲げた「上田市高度情報化推進基本計

画」を策定した。 

昨今の情報通信網の高速化、家庭、企業、学校、公共施設での情報機器の導入、携帯

電話の普及など、情報化の進展は著しく、生活の至る所で情報機器が利用されている。間も

なく全国的に開始される地上デジタル放送などは最も身近な情報機器となって深く生活に

浸透していくことになる。 

しかし、高度情報化の恩恵をより有効に享受するためには、高度なＩＴ技術者、研究機関

との連携により、ＩＴの利活用に関する知識の普及や能力の向上を図って行かなければなら

ない。これらを活用する技術者の育成が急務となっている。 

(1)ＩＴを支える技術者の拡大 

「基本情報技術者」、「初級アドミニストレータ」は情報処理に関する基本資格とされており、

当該特例措置の活用は、これらの国家試験受験者の負担を軽減し、受験機会の増加にも

繋がると推測され、ＩＴ関連産業へ就職を目指す学生等の増加が期待される。 

情報通信技術は今後も成長分野として期待され、既に多くの産業の基礎を支える貴重な

技術となっており、企業活動においても不可欠なものとなっている。今後、更にＩＴ技術者の

需要は高まるものと推測され、これら技術者の育成、確保はより重要性を増すと考えられる。 

(2)ＩＴ等情報関連教育機関の育成 

専門学校や大学など教育機関での教育が「基本情報技術者」、「初級アドミニストレータ」

といった資格取得に貢献している。 

本特例措置を活用し講座の開設者となる「上田情報ビジネス専門学校」は、昭和２４年に

「上田速算会」として開設され、平成７年から情報経理科を設置し、情報専門教育には１０年

以上の実績を有している。平成９年には建築ＣＡＤ科、平成１６年からは情報処理化ネットワ

ークエンジニアコース、デジタルクリエーターコースを設置し、長野県内でも有数の情報専門

学校に成長している。 

このようなＩＴ人材を育成する教育機関の活動を支援することは、情報教育のレベルアップ

に繋がる。今後、市内の高等学校、大学等情報処理関係の教育機関へのインセンティブと

しても期待され、多くの地域が競争し、地域の試験合格率が高まることにより、多くのＩＴ技術



者を輩出することが期待できる。また、これら教育機関が活性化しより多くの学生が集まり地

域が活性化するといったことにも期待ができる。 

 

６．構造改革特別区域計画の目標 

 (1)ＩＴ技術者育成の促進 

ＩＴ関連の産業は、我が国産業の根幹を担うものであり、今後も高い成長が見込まれる産

業分野である。その一方、ソフトウェア開発やプログラミングなどといった単純作業は、インド

を代表とするＩＴ新興国など人件費が比較的安い地域に外注する企業も増えてきている。す

なわち、ＩＴ関連産業でも「産業の空洞化」が進行しつつあるのが現状である。 

このような状況下においては、当然、数量的な意味でＩＴ人材を育成することも必要ではあ

るが、それだけに留まらず、より高度な技能を備えた人材を育成することで競争力の向上を

図ることも必要と考えられる。特にシステム設計などといった高度技術が要求される作業では、

専門性に富んだ技術者が求められるのは言うまでもないことである。すなわち、今後のＩＴ関

連産業の発展はより高度な技術者を如何に育成できるかといったことが重要になってくる。 

(2)国家試験の受験者の増加、合格率の向上 

情報処理技術者試験については、企業や大学等からも高い評価を得ており、優遇制度が

設けられるなど就職や進学に有利とされていることから、個々の職業能力の開発においても

広く活用されている。また、本特例措置に基づく講座開設事業を予定する上田情報ビジネス

専門学校においては、情報処理技術者の効果的な育成を図るための教育内容の整備がさ

らに進められることから、当該試験の合格率及び合格者数の増加は十分に期待できる。 

そこで、上田情報ビジネス専門学校と連携し、若者のＩＴ関連能力の開発、当該国家試験

の合格者を増加させ、長野県の受験者数、合格者数、合格率の向上に寄与することを目指

し、ＩＴ産業の裾野を拡大することに積極的に取り組んでいく。 

【長野県の基本情報技術者試験及び初級システムアドミニストレータ試験の合格状況】 

平成 17 年度 平成 18 年度 
長野県内 

基本情報技術 初級シスアド 基本情報技術 初級シスアド 

受験者数 1,109 1,640 1,050 1,315 

合格者数 141 462 233 362 

合格率 12.7% 28.2% 22.2％ 27.5％ 

【上田情報ビジネス専門学校の基本情報技術者試験及び初級システムアドミニストレータ試験の合格状況】 

平成 17 年度 平成 18 度 上田情報ビジネ

ス専門学校 基本情報技術 初級シスアド 基本情報技術 初級シスアド 

受験者数 53 109 58 73 

合格者数 9 21 12 9 

合格率 17.0% 19.3% 20.7％ 12.3％ 



 

本市では、市町村合併にあたり合併後の新市の将来像を示す「新生上田市建設計画」に

おいて、「新産業・新技術の開発促進」として、企業の人材育成の促進、技術力の一層の向

上や質の高い労働力の確保などを目標に掲げている。さらに現在策定中の「上田市総合計

画」においても、地域を担う高度人材の育成は新産業・技術の開発促進にあたっての重要

な課題と位置付けられる見込である。このことから本特区の目標とするＩＴ人材の裾野の拡大

は、これら計画の新産業、新技術の開発を支える人材育成に大きく寄与するものと考えられ

る。 

特に、本特例措置に基づく講座開設事業を実施することで J 検取得者も増加することから、

国際競争力に秀でた高度なＩＴ技術者の養成も強化されると期待できる。加えて、これまで

培ってきた上田情報ビジネス専門学校の特色ある教育の効果も考えれば、この特例措置に

基づく講座を開設することは、まさに「就職力」を備えた有望な人材を送り出していくことにも

繋がると考えられる。 

そして、増加したこれらの有望なＩＴ人材が地域企業で就業するようになり、あるいはＩＴを

利用して起業を志す者となり、最終的には地域産業の振興へと繋がるものとも考えられる。 

 

７．構造改革特別区域の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

 

本特例措置による講座開設事業により、「基本情報技術者試験」、「初級システムアドミニ

ストレータ試験」の受験者が増加し合格者が多数輩出され、地元企業に就職することで、当

地域のＩＴ関連企業を育成し、その結果による地域経済、日本全体の経済の活性化に大きく

貢献するものである。また、ＩＴ産業の育成、集積により高度情報化社会を享受するためのイ

ンフラ整備も促進されるものと期待される。 

本特区の認定の効果としては、 

(1)人材育成と地域産業への貢献 

高度ＩＴ技術と知識を習得した有為の人材を広く社会に供給し、地域の情報産業及び各

種産業へ貢献することができる。 

(2)新産業創出 

新産業の創出と新たな分野での産学官連携が生まれ、それに伴う雇用の拡大も期待でき

る。 

(3)企業立地に向けた環境整備 

高度ＩＴ化のインフラ整備が進み、各企業の情報化が促進されると共に、企業の立地環境

が向上する。 

などが効果として期待できる。 

 

８．特定事業の名称 



 

・修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設事業

（１１３１（１１４３、１１４５）） 

・修了者に対する基本情報処理技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業（１１３２

（１１４４、１１４６）） 

 

９．構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に関連

する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事

項 

 

(1)浅間テクノポリス構想の推進 

当地域は工業生産が高く民間の活力があり、また学術研究機関として信州大学繊維学部

及び長野大学があり高度な技術が集積しているうえ、研究開発（ベンチャー）精神が旺盛で

あるなどの地域特性が認められ、高度技術集積都市として、当市を含む三市六町一村（国

の承認当時）を圏域とし昭和６２年１２月に旧通産省の承認を得た。 

東塩田（上田市）の東山山麓に中核開発ゾーンとして県営上田リサーチパークを整備し、

各企業の生産施設と共にテクノロジーセンター等の研究開発施設、上田市マルチメディア

情報センター及び長野県工科短期大学校が建設され、産業振興と産学官交流事業の取り

組みを推進している。 

(2)産学官連携推進事業 

平成１３年１月に研究交流促進法施行例に基づく認定を受け、翌平成１４年２月に信州大

学繊維学部内に上田市産学官連携支援施設、通称「ＡＲＥＣ」を設置し、先進的な研究を進

める大学とものづくりをする企業との技術交流・技術相談の場を提供し、新産業創出及び新

規創業の促進を図っている。 

 

別紙 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施

主体及び開始の日並びに特定事業ごとの規制の特例措置の内容 

 



別紙（特定事業番号：１１３１（１１４３､１１４５） 

 

１．特定事業の名称 

 

１１３１（１１４３、１１４５） 修了者に対する初級システムアドミニストレータ

試験の午前試験を免除する講座開設事業 

 

２．当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 

(１)講座の開設者  上田情報ビジネス専門学校  

 所在地：長野県上田市中央３－７－５ 

 

(２)修了認定に係る試験の提供者 財団法人専修学校教育振興会 理事長 鎌谷 秀男 

所在地：東京都千代田区九段北４－２－２５私学会館別館 

 

３．当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 

構造改革特別区域計画認定の日 

 

４．特定事業の内容 

 

（１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

「初級システムアドミニストレータ試験対策講座」（J検併用コース） 

  別添資料１のとおり。 

認定講座の運営者の全てが、この履修計画に基づく講座を運営する。 

認定講座の運営に当たって、履修内容の詳細について経済産業大臣もしくは 独立行

政法人情報処理推進機構に相談を行い、助言があった場合には対応することとする。 

 

（２）修了認定の基準 

当該認定に係る講座は、経済産業大臣が告示で定める履修項目の一部について、民

間資格を取得するための試験「文部科学省後援情報処理活用能力検定（Ｊ検）情報活

用試験 １級」を受験し合格することにより認定した者であり、なおかつ当該講座の

出席率（80％以上）をもって履修した者に修了認定に係る試験を受験できる有資格者

と定める。これらの有資格者に対し（３）の規定により当該試験を実施し、財団法人

専修学校教育振興会が定める合格基準を満たした者について修了を認定する。また、

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が提供する問題を使用して修了認定に係る

試験を実施した場合は、ＩＰＡの定める合格基準を満たした者について修了を認定す

る。 

 



（３）修了認定に係る試験の実施方法 

修了認定に係る試験問題は、財団法人専修学校教育振興会が作成し、ＩＰＡの審査

によって認められた問題を使用する。またＩＰＡの審査の結果適切であると認められ

なかった場合はＩＰＡが提供する問題を使用して実施する。 

修了認定に係る試験会場は、当該認定講座が開設される場所とし、試験の採点事務

は、適用を受けた事業者が行う。 

当該規制の特例措置の適用を受けようとする者は、当該の試験結果に基づいて講座

修了を認めた者の氏名およびその生年月日に関する情報を、当該民間資格の取得を証

する写しと併せて、経済産業大臣（ＩＰＡが試験事務を行う場合にあっては、ＩＰＡ）

に通知するものとする。 

上記に定める事項のほか、試験実施にあたっては、財団法人専修学校教育振興会が定

める「免除対象科目履修講座修了試験実施要項」に沿って講座開設者が試験を実施する。 

 

（４）民間資格の名称及び当該民間資格を取得するための試験の試験項目 

一．民間資格の名称：「情報処理活用試験」 

二．試験の試験項目：「1級」 

 

Ｊ検試験範囲の項目 

  出題分野   出題項目 

（１） データと情報 

（２） 情報の表現方法 

（３） 情報の活用、情報処理の手順 

（４） 情報の収集と発信 

１ 情報と情報の利用  

（５） 情報の管理 

（１） パソコンシステムとその環境 

（２） オペレーティングシステム 

（３） ファイルシステム 
２ 

パソコンを利用し

たシステム 

（４） パソコン関連機器とインタフェース 

（１） 情報通信ネットワークの概要 

（２） インターネットを利用するために必要な機器とソフトウェア 

（３） モバイルコンピューティング 
３ 

ネットワークの利

用 

（４） ネットワーク上のパソコンの管理 

（１） 情報ネットワーク社会に関する用語・知識 

（２） (社会におけるコンピュータの利用 ４ 
情報ネットワーク

社会への対応 
（３） 知的財産権 

５ 情報セキュリティ （１） ネットワークセキュリティ 

  （２） コンピュータセキュリティ 

 



５．当該規制の特例措置の内容 

 

本特例措置は、当該講座に係る講座の修了を認められた者が、これを認められた日

から一年以内に初級システムアドミニストレータ試験を受験する場合は、情報処理技

術者試験規則別表に掲げる当該試験に係る試験の科目のうち第一号に規定する情報

処理システムに関する基礎知識および第二号に規定する情報処理システムの活用に

関する共通的知識を免除するものである。 

 



規制の特例措置を受ける主体の特定の状況 
 
①主体が既に特定されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

名称 上田情報ビジネス専門学校 
  （校長  佐藤 勲） 

住所 
 

上田市中央 ３－７－５ 

概要 設立：昭和２４年３月 
業種：専修学校 
業務概要：学校教育法による専修学校として商業実務専門課程の実施

① 報処理科（ネットワークエンジニアコース） 
②    同上   （デジタルクリエイターコース） 
③ 建築 CAD科（インテリア住環境コース） 
④ 情報経理科（パソコンビジネスコース） 
⑤    同上   （税理士コース） 
⑥    同上   （医療秘書コース） 
⑦ 公務員科（公務員コース） 

 



規制の特例措置を受ける主体の特定の状況 
 
①主体が既に特定されている場合 

 

 

 

 

 

名称 財団法人専修学校教育振興会 
    （理事長 鎌谷 秀男） 
 

住所 東京都千代田区九段北 4丁目 2番 25号 

概要 設立：昭和５４年１２月（寄付行為施行日） 
 
目的：専修学校及び各種学校の教職員の資質向上を図るとともに、そ

の教育及び経営に関する調査研究等を行い、もって専修学校等におけ

る教育の発展に寄与することを目的とする。 
 
事業内容： 
（1） 専修学校等の教職員の資質向上のための研修 
（2） 専修学校等の教育の振興に資する研究への助成 
（3） 専修学校等の教育及び経営に関する調査研究 
（4） 専修学校等の教育資料の作成及び研究誌の発行 
（5） 専修学校等の生徒の学習意欲向上のための催しの主催 
（6） 専修学校等の教職員及び生徒等に対する表彰 
（7） 専修学校等の教職員及び生徒等のための保険事業の運営 
（8） 情報処理活用能力に関する検定試験の実施及びこれに必要な調

査研究 
（9） ビジネス能力に関する検定試験の実施及びこれに必要な調査研

究 
（10） その他目的を達成するために必要な事業 
 

 



別紙（特定事業番号：１１３２（１１４４、１１４６） 

 

１．特定事業の名称 

 

１１３２（１１４４、１１４６） 修了者に対する基本情報処理技術者試験の午前試験

を免除する講座開設事業 

 

２．当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  

(１)講座の開設者  上田情報ビジネス専門学校  

 所在地：長野県上田市中央３－７－５ 

 

(２)修了認定に係る試験の提供者 財団法人専修学校教育振興会 理事長 鎌谷 秀男 

所在地：東京都千代田区九段北４－２－２５私学会館別館 

 

３．当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 

構造改革特別区域計画認定の日 

 

４．特定事業の内容 

 

（１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

一．「基本情報処理技術者試験対策講座」（J検併用コース） 

  別添資料２のとおり。 

認定講座の運営者の全てが、この履修計画に基づく講座を運営することとし、認

定講座の運営に当たって、履修内容の詳細について経済産業大臣もしくは独立行政

法 人情報処理機構に相談を行い、助言があった場合には対応することとする。 

 

（２）修了認定の基準 

当該認定に係る講座は、経済産業大臣が告示で定める履修項目の一部について、民

間資格を取得するための試験「文部科学省後援情報処理活用能力検定（Ｊ検）情報活

用試験 １級」を受験し合格することにより認定した者であり、なおかつ当該講座の

出席率（80％以上）をもって履修した者に修了認定に係る試験を受験できる有資格者

と定める。これらの有資格者に対し（３）の規定により当該試験を実施し、財団法人

専修学校教育振興会が定める合格基準を満たした者について修了を認定する。また、

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が提供する問題を使用して修了認定に係る

試験を実施した場合は、ＩＰＡの定める合格基準を満たした者について修了を認定す

る。 

 



（３）修了認定に係る試験の実施方法 

修了認定に係る試験問題は、財団法人専修学校教育振興会が作成し、ＩＰＡの審査

によって認められた問題を使用する。またＩＰＡの審査の結果適切であると認められ

なかった場合はＩＰＡが提供する問題を使用して実施する。 

修了認定に係る試験会場は、当該認定講座が開設される場所とし、試験の採点事務

は、適用を受けた事業者が行う。 

当該規制の特例措置の適用を受けようとする者は、当該の試験結果に基づいて講座

修了を認めた者の氏名およびその生年月日に関する情報を、当該民間資格の取得を証

する写しと併せて、経済産業大臣（ＩＰＡが試験事務を行う場合にあっては、ＩＰＡ）

に通知するものとする。 

上記に定める事項のほか、試験実施にあたっては、財団法人専修学校教育振興会が

定める「免除対象科目履修講座修了試験実施要項」に沿って講座開設者が試験を実施

する。 

 

（４）民間資格の名称及び当該民間資格を取得するための試験の試験項目 

一．民間資格の名称：「情報システム試験」 

二．試験の試験項目：「基本スキル」 

 

J 検試験範囲の項目 

  出題分野   出題項目 

（１） 数値表現とデータ表現の種類 

（２） 数値とデータの表現方法 

（３） 演算と精度 

（４） 文字の表現 

（５） その他のデータ表現 

（６） 情報と論理 

１ コンピュータ科学基礎 

（７） 基本データ構造 

（１） プロセッサアーキテクチャ 

（２） メモリアーキテクチャ 

（３） バスアーキテクチャ 

（４） 補助記憶 

（５） 入出力アーキテクチャ 

（６） オペレーティングシステム 

２ コンピュータシステム 

（７） ファイル管理 

 



５．当該規制の特例措置の内容 

 

本特例措置は、当該講座に係る講座の修了を認められた者が、これを認められた日から

一年以内に基本情報処理技術者試験を受験する場合は、情報処理技術者試験規則別表に

掲げる当該試験に係る試験の科目のうち第一号に規定する情報処理システムに関する

基礎知識および第二号に規定する情報処理システムの開発に関する共通的基礎知識を

免除するものである。 



規制の特例措置を受ける主体の特定の状況 
 
①主体が既に特定されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

名称 上田情報ビジネス専門学校 
  （校長  佐藤 勲） 

住所 
 

上田市中央 ３－７－５ 

概要 設立：昭和２４年３月 
業種：専修学校 
業務概要：学校教育法による専修学校として商業実務専門課程の実施

⑧ 報処理科（ネットワークエンジニアコース） 
⑨    同上   （デジタルクリエイターコース） 
⑩ 建築 CAD科（インテリア住環境コース） 
⑪ 情報経理科（パソコンビジネスコース） 
⑫    同上   （税理士コース） 
⑬    同上   （医療秘書コース） 
⑭ 公務員科（公務員コース） 

 



規制の特例措置を受ける主体の特定の状況 
 
①主体が既に特定されている場合 

 

 

 

 

 

 

名称 財団法人専修学校教育振興会 
    （理事長 鎌谷 秀男） 
 

住所 東京都千代田区九段北 4丁目 2番 25号 

概要 設立：昭和５４年１２月（寄付行為施行日） 
 
目的：専修学校及び各種学校の教職員の資質向上を図るとともに、そ

の教育及び経営に関する調査研究等を行い、もって専修学校等におけ

る教育の発展に寄与することを目的とする。 
 
事業内容： 
（1） 専修学校等の教職員の資質向上のための研修 
（2） 専修学校等の教育の振興に資する研究への助成 
（3） 専修学校等の教育及び経営に関する調査研究 
（4） 専修学校等の教育資料の作成及び研究誌の発行 
（5） 専修学校等の生徒の学習意欲向上のための催しの主催 
（6） 専修学校等の教職員及び生徒等に対する表彰 
（7） 専修学校等の教職員及び生徒等のための保険事業の運営 
（8） 情報処理活用能力に関する検定試験の実施及びこれに必要な調

査研究 
（9） ビジネス能力に関する検定試験の実施及びこれに必要な調査研

究 
（10） その他目的を達成するために必要な事業 
 

 


